
① 障害者雇用率制度における精神障害者の特例 
 精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）を各企業の雇
用率（実雇用率）に算定。短時間労働者である精神障害者につ
いても0.5人分として算定。 （平成18年4月から実施） 

⑥ 医療機関等との連携によるジョブガイダンス事業 
 ハローワークから医療機関等に出向いて、利用者向けの就職
活動に関する知識や方法等についてガイダンス及び職員向けの
精神障害者等の雇用状況等に関するガイダンスを実施すること
により、就職に向けた取組を的確に行えるよう援助を実施。 

③ 障害者試行雇用（トライアル雇用）事業 

 障害者に関する知識や雇用経験がない事業所が、障害者を短
期の試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、
障害者雇用に取り組むきっかけをつくり、常用雇用への移行を
目指す。           

④ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 

 職場への円滑な適応を図るため、職場にジョブコーチが出向
いて、障害者及び事業主双方に対し、仕事の進め方やコミュニ
ケーションなど職場で生じる様々な課題や職場の状況に応じて、
課題の改善を図るための支援を実施。 

⑥障害者就業・生活支援センター事業 

 雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点
となり、障害者の身近な地域において、就業面及び生活面にわ
たる一体的な支援を実施。（24年11月現在：316か所） 

② 特定求職者雇用開発助成金 
  
 ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として
雇い入れる事業主に対して助成。 

① ハローワークにおける職業相談・職業紹介 
  個々の障害者に応じた、きめ細かな職業相談を実施するとと

もに、福祉・教育等関係機関と連携した「チーム支援」による
就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援を実施。 
  併せて、ハローワークとの連携の上、地域障害者職業セン
ターにおいて、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専
門的な各種職業リハビリテーションを実施。 

◎精神障害者を対象とした支援施策 ◎精神障害者が利用できる主な支援施策 

⑤ 精神障害者に対する総合的雇用支援 
 地域障害者職業センターにおいて、専任の精神障害者担当カ
ウンセラーを配置し、主治医等との連携の下、新規雇入れ、職
場復帰、雇用継続に係る様々な支援ニーズに対して、総合的な
支援を実施。（全国47センターで実施） 

④  精神障害者雇用安定奨励金 
 精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、
カウンセリング体制の整備等、精神障害者が働きやすい職場づ
くりを行った事業主に対し、奨励金を支給。 

③ 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金              

 一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長しながら常
用雇用を目指す 「精神障害者等ステップアップ雇用」に取り
組む事業主に対し奨励金を支給。 

② 精神障害者雇用トータルサポーターの配置             

 精神障害の専門的知識を有する「精神障害者雇用トータルサ
ポーター」をハローワークに配置し、精神障害者等の求職者に
対して専門的なカウンセリング、就職準備プログラム及び事業
主への意識啓発等の支援を実施。 

⑤職場支援従事者配置助成金 

  重度知的障害者又は精神障害者の方を、ハローワーク等の紹介
により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、職場支援従事
者の配置を行う事業主に対して、助成金を支給。 

精神障害者に対する雇用支援施策 
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～H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

１．雇用率制度

２．ハローワークにおける職業相談、職業紹介等

精神障害者就職サポーターの配置
精神障害者雇用トータルサポーターの配置

３．助成金

精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

精神障害者雇用安定奨励金

職場支援従事者助成金

４．就労支援機関における支援

５．就労支援ノウハウの普及・啓発

精神障害者職業自立等啓発事業
働く障害者からのメッセージ発信事業

精神障害者雇用促進モデル事業の実施
精神障害者雇用管理ノウハウの蓄積・普及事業

６．福祉、医療機関等との連携

ハローワークを中心とした「チーム支援」

７．職業訓練

障害者の態様に応じた多様な委託訓練

精神障害者に対する雇用支援策の推移

実雇用率の算定(H18～） 

ハローワークにおける職業相談、職業紹介等(S63～） 

ハローワークにおける求人開拓(H10～） 

  (H23～) 

精神障害者ジョブカウンセラーの配置(H9～） 
  (H20～) 

納付金制度に基づく助成金の支給(H4～） 

障害者職業センターにおける職業評価、職業準備訓練等(S63～） 

医療機関等との連携によるジョブガイダンス事業(H8～） 

職業能力開発校における職業開発(H4～） 

トライアル雇用(H11～） 

特定求職者雇用開発助成金(H4～） 

障害者就業・生活支援センター(H14～） 

障害者職業センターによるジョブコーチ事業(H14

  (H16～） 

職場適応援助者助成金(H17.10～） 

精神障害者総合雇用支援(H17.10

  (H20～) 

  (H22～) 

(H23～) 

  (H18～) 

  (H18～) 

(H23～) 

(H21～) 

  (H11～) 

精神障害者に対する職場適応訓練(S61～） 



働く精神障害者からのメッセージ発信事業 

精神障害者雇用促進モデル事業 

高齢・障害・求職者雇用支援機構による 
マニュアル・ガイドブック 

【実績】 

○ モデル事業の実施（平成21～22年度） 
  新規雇用者数： 10企業で68名 
 

○ 成果発表会を開催（平成23年2月）     
  参加者： 約250人 
 

○ 事例集（右参照）の作成（平成23年 
  度） 部数： 1,450部 
 

○ モデル事業ブロック別セミナーを６ 
  箇所で開催（平成23年度～） 
  参加者： 計1,364人 

精神障害者の雇用への理解促進のための周知・啓発の状況 

② ④ ⑤ 

精神障害者の雇用の経験やノウハウが十分でない企業に、
雇用促進のための取組を委託し、ノウハウを構築するモデル
事業を実施（平成21～22年度）。平成23年度からその成果を
普及する啓発事業を実施。 

平成14年度から、一部見直しを含め実施しており、企業などで
就労している精神障害者からのメッセージ等を伝えるセミナー
をブロック別で実施。 
  

【平成２３年度のセミナー開催状況】 
 開催場所： 埼玉、東京、山梨、三重、鹿児島 
 参加者： 計1,285人 

 
精神障害者の雇用促進に向けた技法や調査研究の成果
をガイドブック等にまとめ、企業等に配付し、就労支援・雇
用管理ノウハウの普及を図っている。 
 

①精神障害者雇用管理マニュアル（平成7年3月 
  初版、平成23年3月改訂）  部数： 30,500部 
  

②精神障害者のための職場改善好事例集－平成21  
  年度障害者雇用職場改善好事例集の入賞事例か 
  ら－（平成22年1月） 部数： 10,000部 
  

③コミック版障害者雇用マニュアル 精神障害者と働く 
    （平成19年3月） 部数：  20,000部 
  

④精神障害者相談窓口ガイドブック（平成11年度 
  初版、平成21年3月改訂）  部数： 7,500部 
  

⑤精神障害者雇用管理ガイドブック（平成24年2月）  
  部数： 10,000部 
 



◎ 発達障害者を対象とした支援施策 

（１） 若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム 

 ハローワークにおいて、発達障害等の要因により、コミュニケーション 

能力に困難を抱えている求職者について、その希望や特性に応じて、
専門支援機関である地域障害者職業センターや発達障害者支援セン
ター等に誘導するとともに、障害者向けの専門支援を希望しない者につ
いては、きめ細かな個別相談、支援を実施する。 

    

（２） 発達障害者の就労支援者育成事業 

 発達障害者支援関係者等に対して就労支援ノウハウの付与のため
の講習会及び体験交流会を実施するほか、事業所において発達障害
者を対象とした職場実習を実施することにより、雇用のきっかけ作りを
行う体験型啓発周知事業を実施する。 

（４） 発達障害者に対する職業リハビリテーション支援技法 

  の開発及び地域障害者職業センターにおける「発達障 

  害者就労支援カリキュラム」の実施 

 発達障害者の雇用促進に資するため、独立行政法人高齢・障害・求
職者雇用支援機構障害者職業総合センターにおいて発達障害者の就
労支援に関する研究を行うとともに、発達障害者に対する職業リハビリ
テーション支援技法の開発及びその蓄積を図る。 

 また、これら技法開発の成果を活用し、地域障害者職業センターの一
部で「発達障害者就労支援カリキュラム」を実施し、発達障害者に対す
る支援の充実を図る。 

◎ 発達障害者が利用できる支援施策 

（１） ハローワークにおける職業相談・職業紹介 

  個々の障害者に応じた、きめ細かな職業相談を実施するとともに、福

祉・教育等関係機関と連携した「チーム支援」による就職の準備段階から
職場定着までの一貫した支援を実施する。併せて、ハローワークとの連
携の上、地域障害者職業センターにおいて、職業評価、職業準備支援、
職場適応支援等の専門的な各種職業リハビリテーションを実施する。 

（２） 障害者試行雇用（トライアル雇用）事業 

 障害者に関する知識や雇用経験がない事業所が、障害者を短期の試
行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、障害者雇用に取
り組むきっかけをつくり、常用雇用への移行を目指す。 

（３）職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業 

 障害者が職場に適応できるよう、地域障害者職業センター等に配置さ
れているジョブコーチが職場に出向いて直接的・専門的支援を行うととも
に、事業主や職場の従業員に対しても助言を行い、必要に応じて職務や
職場環境の改善を提案する。 

（４） 障害者就業・生活支援センター事業 

 雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点となり、障
害者の身近な地域において、就業面及び生活面にわたる一体的な支援
を実施する。                 （平成24年11月現在：316か所） 

※実施箇所数：10箇所（職場実習は47局） 

※（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構交付金事業 

（３） 発達障害者雇用開発助成金 

 発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、発達
障害者について、ハローワークの職業紹介により雇い入れ、雇用管理
に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行う。 

（５）精神障害者等ステップアップ雇用奨励金 

 一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長しながら常用雇用
を目指す 「精神障害者等ステップアップ雇用」に取り組む事業主に対し
奨励金を支給する。                 （平成22年10月から対象） 

（６）医療機関等との連携によるジョブガイダンス事業 

 ハローワークから医療機関等に出向いて、利用者向けの就職活動に
関する知識や方法等についてガイダンス及び職員向けの精神障害者等
の雇用状況等に関するガイダンスを実施することにより、就職に向けた
取組を的確に行えるよう援助を実施する。   （平成22年10月から対象） 

※就職支援ナビゲーター（発達障害者等支援分）の配置（安定所） 
                平成24年度：39局64名  

発達障害者に対する雇用支援施策 



◎難治性疾患患者を対象とした支援施策 ◎難治性疾患患者が利用できる支援施策 

（２） 難病者の雇用管理に関する情報提供の実施 

                      (平成23年度から実施）                  障害者に関する知識や雇用経験がない事業所が、障害者を短期の
試行雇用（トライアル雇用）の形で受け入れることにより、障害者雇用に
取り組むきっかけをつくり、常用雇用への移行を目指す。 

 障害者が職場に適応できるよう、地域障害者職業センター等に配置さ
れているジョブコーチが職場に出向いて直接的・専門的支援を行うとと
もに、事業主や職場の従業員に対しても助言を行い、必要に応じて職
務や職場環境の改善を提案する。 （３） 難病患者就労支援事業 

                      (平成19年度から実施）                       

（1） ハローワークにおける職業相談・職業紹介 

  個々の障害者に応じた、きめ細かな職業相談を実施するとともに、福

祉・教育等関係機関と連携した「チーム支援」による就職の準備段階か
ら職場定着までの一貫した支援を実施する。 

 併せて、ハローワークとの連携の上、地域障害者職業センターにおい
て、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専門的な各種職業リ
ハビリテーションを実施する。 

（１） 難治性疾患患者雇用開発助成金  

                      (平成21年度から実施）  

 雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点となり、障
害者の身近な地域において、就業面及び生活面にわたる一体的な支
援を実施する。 

 「難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究」
（平成21～22年度）の研究成果を踏まえ、難病のある人の就労の現状
等に関するリーフレットを作成し、企業での雇用管理や地域での就労支
援のポイント等について情報提供を行う。 

 ※ （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構交付金  

 難病のある人の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難

病のある人をハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入

れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を試

行的に行う。  

 障害者の就労支援策を参考に都道府県及び難病相談・支援センター

が中心となって、難病患者への就労支援事業を実施・評価することとし、

国はその実施状況を各都道府県に還元し、各都道府県独自での取り組

みを促進する。 

（ 担当 ： 健康局疾病対策課 ）  

（２） 障害者試行雇用(トライアル雇用）事業 

（３） 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業  

（４） 障害者就業・生活支援センター事業 

（平成24年11月現在：316か所） 

難治性疾患患者に対する雇用支援施策 
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